
令和２年（２０２０年）８月４日現在

■令和2年(2020年)10月30日までに履行することで罰則等が免責される義務の例（条例第3条第1項関係）

条例等の名称 義務 罰則等

1掛金の納付義務
熊本県心身障害者扶養共済制
度条例

条例第7条第1項・第2項
規則第3条

条例第18条第1項第6号・第7号
熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局障がい者
支援課
０９６－３３３－２２５０

2公園事業の同意・許可の失効の届出義務 熊本県立自然公園条例 第15条第2項 第61条第1号
熊本県環境生活部環境局自然保護課
０９６－３３３－２２７４

3
自動販売機による利用カード販売の変更・廃止の
届出義務

熊本県少年保護育成条例 第12条の5第3項 第21条第4項第12号
熊本県環境生活部県民生活局くらしの安全推進課
０９６－３３３－２２９４

4
漁業の許可・起業の認可を受けた者の地位を承
継した旨の届出義務

熊本県漁業調整規則 第29条第2項 第63条第1項
熊本県農林水産部水産局水産振興課
０９６－３３３－２４５６

5
港湾施設の使用に係る権利義務の承継の届出
義務

熊本県港湾管理条例 第9条第2項 第12条第1号
熊本県土木部河川港湾局港湾課
０９６－３３３－２５１５

6屋外広告業者の登録事項の変更の届出義務 熊本県屋外広告物条例 第21条の5第1項 第31条第4号
熊本県土木部道路都市局都市計画課
０９６－３３３－２５２２

7浄化槽保守点検業者の変更の届出義務
熊本県浄化槽保守点検業者の
登録に関する条例

第6条第1項 第12条第1項第3号
熊本県土木部道路都市局下水環境課
０９６－３３３－２５２９

8浄化槽保守点検業者の必要な措置の履行義務
熊本県浄化槽保守点検業者の
登録に関する条例

第9条第4項 第17条第1号
熊本県土木部道路都市局下水環境課
０９６－３３３－２５２９

9
制限行為・砂防設備の占用の許可の変更の届出
義務

熊本県砂防指定地管理条例 第6条第3項 第11条第1項第1号
熊本県土木部河川港湾局砂防課
０９６－３３３－２５５３

10
制限行為又は砂防設備の占用の開始の届出義
務

熊本県砂防指定地管理条例 第9条第1項 第11条第1項第1号
熊本県土木部河川港湾局砂防課
０９６－３３３－２５５３

11
制限行為又は砂防設備の占用の終了等の届出・
検査義務

熊本県砂防指定地管理条例 第9条第2項 第11条第1項第1号
熊本県土木部河川港湾局砂防課
０９６－３３３－２５５３

12
制限行為・砂防設備の占用の許可に基づく権利
及び義務の承継の届出義務

熊本県砂防指定地管理条例 第10条第2項 第11条第1項第1号
熊本県土木部河川港湾局砂防課
０９６－３３３－２５５３

13
風俗案内業の廃止の届出義務及び届出事項の
変更の届出義務

熊本県風俗案内業の規制に関
する条例

第3条第2項 第21条第3号
熊本県警察本部生活環境課
０９６－３８１－０１１０（代表）
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